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５ 資源・エネルギーリスクに対応した持続可能な地域づくり 

 

 １ 資源・エネルギーリスクの高まりと地球環境問題の深刻化 

（１）エネルギーを取り巻く状況の変化 

   世界的なエネルギー需要の増大に伴い、エネルギー資源獲得をめぐる国際競争の激化が

見込まれる中で、エネルギーの安定供給の確保が重要な課題となっています。我が国では、

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故を受けて、原子力発電への依存度が低減す

る中、それを補う形で火力発電の稼働率が上昇し、化石燃料への依存度が高まっています。

化石燃料の大部分は海外に頼っているため、我が国の一次エネルギー自給率は、震災前（2010

年）の 19.9％から、2013年には 6.0％と大幅に低下し、資源価格の急騰など、海外情勢の

影響を受けやすいエネルギー構造となっています（図表３-５-１）。 

 

図表３-５-１ 日本のエネルギー国内供給構成及び自給率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、2015 年７月、経済産業省は 2020 年以降の温室効果ガス削減目標の前提となる長

期エネルギー需給見通しを決定しました。 

この長期エネルギー需給見通しでは、「原子力については、世界最高水準の規制基準に加

え、自主的安全性の向上、安全性確保に必要な技術・人材の維持・発展を図る」、「自給率

については、東日本大震災以前を更に上回る水準（おおむね 25％程度）まで改善すること

を目指す」、「電力コストを現状よりも引き下げることを目指す」、「欧米に遜色ない温室効

果ガス削減目標を掲げ世界をリードすることに資する長期エネルギー需給見通しを示すこ

とを目指す」という政策目標を想定し、これを同時達成する中で、徹底した省エネルギー

（節電）の推進、再生可能エネルギーの最大限の導入、火力発電の効率化などを進めつつ、

原発依存度を可能な限り低減することを基本方針としています。 
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（２）地球温暖化の進行 

   二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の増加によって地球温暖化が進行しています。気

候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）＊が公表した第５次評価報告書第１作業部会報

告書によると、今世紀末までに 0.3度から 4.8度の気温上昇が予測されています（図表３-

５-２）。 

   また、我が国における温室効果ガス排出量は、2013 年度に 1,408 百万トンとなるなど、

2009年度以降は増加傾向にあります。特に、東日本大震災以降は、火力発電における石炭

消費量の増加などにより、電力会社の発電による二酸化炭素排出量が増加しており、2013

年度は 2010年度比で 110百万トン増加しています（図表３-５-３）。 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

図３-５-３ 日本の温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「平成 27年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 

図表３-５-２ 世界平均地上気温の変化 

出典：環境省「2014年度（平成 26年度）温室効果ガス排出量（速報値）について」（2015年 11月）、電気事業連合会 

「電気事業における環境行動計画」（2015年９月）から愛知県政策企画局作成 
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こうした中、世界 196の国と地域が参加し、2015年 11月末から 12月にフランスで開催

された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）において、2020 年以降の地

球温暖化対策の法的枠組みをまとめたパリ協定が採択されました。これを受け、政府は 

2030年までに温室効果ガス排出量を2013年度比26.0％削減するとした目標の達成に向け、

地球温暖化対策計画の策定を進めています。 

 

（３）生物多様性の危機 

   人間活動や開発による生物の生息生育空間の減少などを原因として生物多様性の危機が

深刻化しています。国が公表した第４次レッドリスト（2012 年８月及び 2013 年２月）に

おいて、絶滅のおそれのある種として掲載された種数は 3,597種となり、第３次レッドリ

スト（2006年 12月及び 2007年８月）から 442種増加しました。 

   また、本県の「レッドリストあいち 2015」においても、2009年と比較して、絶滅及び絶

滅のおそれのある種が、植物は 36種、動物は 64種の合計 100種増加しており、厳しい状

況が続いています（図表３-５-４）。 

 

図表３-５-４ 「レッドリストあいち」掲載種数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2010 年に本県で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）では、今後

10年間に世界が取るべき道筋である「戦略計画 2011－2020（愛知目標）」が採択されまし

た。愛知目標では、2050年までの長期目標として「自然と共生する世界」の実現を、2020

年までの短期目標として「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施

する」ことを掲げ、その達成に向けた具体的な行動計画として、「遅くとも 2020年までに、

生物多様性の価値と、それを保全し持続可能に利用するために可能な行動を、人々が認識

する」など、20の個別目標を設定しています（図表３-５-５）。 

 

 

 

 

 

出典：愛知県「レッドデータブックあいち 2009」（2009年３月）、「レッドリストあいち 2015」（2015年１月） 

植物 動物 

39 45 50 

445 480 511 

140 
130 121 

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2009 2015

（種） 

16 22 24 

234 275 
337 

186 
176 

196 

0

100

200

300

400

500

600

2001 2009 2015

准絶滅危惧 

絶滅のおそれのある

種 

絶滅 

（種） 



第１章 第３節 ５ 資源・エネルギーリスクに対応した持続可能な地域づくり 

131 

図表３-５-５ ＣＯＰ10で採択された愛知目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ＥＳＤユネスコ世界会議の開催 

   「ＥＳＤ（Education for Sustainable Development:持続可能な開発のための教育）は、

1992年の環境と開発に関する国連会議（地球サミット、リオデジャネイロ）をきっかけに

国連などが中心となって世界中で進められている取組で、環境、貧困、人権、平和、開発

といった、現代社会の様々な課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むこ

とにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そして、

それにより持続可能な社会を創造していくことをめざす学習や活動のことです。 

   2014 年 11 月、世界 153 の国・地域から、ユネスコ加盟国の政府代表や教育関係者など

が参加し、「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ世界会議」（ＥＳＤ

ユネスコ世界会議）が名古屋市で開催されました。2014年は、2002年のヨハネスブルグサ

ミットにおいて、日本が提唱した「国連ＥＳＤの 10年」（2005～2014年）の最終年であり、

提唱国である我が国において、最終年会合として開催されたものです。 

   本会議では、国連ＥＳＤの 10 年の成果を検証するとともに、2015 年以降のＥＳＤの推

進方策として５つの優先行動分野（政策的支援、機関包括型アプローチ、教育者、ユース

（若者）、地域コミュニティ）が示された「ＥＳＤに関するグローバル・アクション・プロ

グラム（ＧＡＰ）」を今後推進していくための議論が行われました（図表３-５-６）。 

図表３-５-６ ＧＡＰにおける五つの優先行動分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧　汚染を有害でない範囲まで抑える

⑰　効果的で参加型の戦略を策定する

⑩　脆弱な生態系への悪影響を最小化する

⑤　森林を含む自然生息地の損失を半減、可能ならゼロにする①　人々が生物多様性の価値と行動を認識する（生
物多様性の主流化）

②　生物多様性の価値が国と地方の計画に統合さ
れ、適切な場合には国家勘定、報告制度に組み込
まれる

③　生物多様性に有害な補助金などの奨励措置を
廃し・改革する

④　すべての関係者が持続可能な生産・消費の計画
を実施する

⑥　水産資源を持続的に漁獲する

⑦　農業・養殖業・林業が行われる地域を持続的に管理する

⑭　自然の恵みをもたらす生態系が回復・保全される

⑨　侵略的な外来種を制御または根絶する

⑪　少なくとも陸生の17%、海域の10%を保護地域な
どにより保全する

⑲　関連する知識・科学技術を向上する ⑳　すべてのソースからの資金が顕著に増加する

⑮　劣化した生態系の15%以上の回復を通じ、
気候変動と砂漠化の問題に貢献する

⑯　ABSに関する名古屋議定書を施行する

⑫　絶滅危惧種の絶滅・現象を防止する

⑬　作物・家畜の遺伝子の多様性の損失を最小化す
る

⑱　伝統的知識を尊重する

　　　自然と共生する世界

　　　　　　　２０５０年までに、
　　　　　　　　生物多様性が評価され、
　　　　　　　　　　　　　　保全され、
　　　　　　　　　　　　　　回復され、
　　　　　　　　そして賢明に利用され、
　　　　　　　　それによって、生態系サービスが保持さ
れ、
　　　　　　　   健全な地球が維持され、
　　　　　　　   全ての人々に不可欠な恩恵が与えられる。

　愛　　知　　目　　標　　　　ＡＩＣＨＩ　ＴＡＲＧＥＴ

　　　生物多様性の損失を止めるため、

　　　　効果的かつ緊急な行動を実施する。
　
　　　　　　　　２０２０年までに、
　　　　　　　　　生物多様性への圧力の軽減、
　　　　　　　　　生態系の回復、
　　　　　　　　　生物資源の持続可能な利用
　　　　　　　　　遺伝資源の公平かつ衡平な配分、
　　　　　　　　　適切な資金資源の提供、
　　　　　　　　　生物多様性の問題の主流化など　を進め
る
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出典：愛知県「平成 24年版環境白書」 

出典：環境省「平成 27年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 
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この会議の最終日、閉会全体会合では、ＧＡＰを後押しし、2015年以降に各国の政策に 

ＥＳＤを取り入れることを呼びかける「あいち・なごや宣言」が採択されました。このＥ

ＳＤユネスコ世界会議の成果を継承し、本県が持続可能な社会づくりのトップランナーと

なるよう取り組むことが期待されています。 

 

 ２ 持続可能なエネルギー社会の構築 

   持続可能なエネルギー社会の構築や、地球温暖化など深刻化する地球環境問題への対応

が求められる中、本県では再生可能エネルギーの導入促進や未利用資源の循環利用、次世

代エネルギーの活用などの取組を進めています。これらの取組は、安定的なエネルギー源

の確保や温室効果ガスの排出削減に資するものであり、日本一の産業県である本県にとっ

て、県民生活・産業活動を支えるためにも、着実に進めていく必要があります。 

   太陽光発電については、市町村との協調補助による取組などによって導入を促進してお

り、住宅用太陽光発電施設累積設置基数は、2015 年 10 月末時点で 131,798 基と、本県が

10年連続で全国一を堅持しています。一方、設置基数を都道府県別の一戸建総数で除した

普及率では、本県は 12位となっており、今後も導入促進を図っていくことが求められます

（図表３-５-７）。 

 

図表３-５-７ 都道府県別の住宅用太陽光発電施設設置基数と普及率 

全国

順位 

設置基数 全国

順位 

普及率 

都道府県名 設置基数（2015年 10月末） 都道府県名 一戸建総数に対する率 

１ 愛知県 131,798基 １ 佐賀県 11.6％ 

２ 埼玉県 104,554基 ２ 熊本県 10.6％ 

３ 福岡県  88,576基 ３ 宮崎県  9.8％ 

４ 神奈川県  85,570基 ４ 長野県  9.3％ 

５ 東京都  85,435基 ５ 山梨県  9.1％ 

６ 静岡県  84,562基    

７ 大阪府  83,474基 12 愛知県  8.6％ 

出典：資源エネルギー庁ＨＰ「なっとく！再生可能エネルギー」、総務省「平成 25年住宅・土地統計調査」等から愛知県政策企画局作成 

 

   小水力発電については、基幹的農業水利施設の延長が北海道、新潟県に次ぐ全国第３位、

農地面積に対する水路密度が全国第１位であるなど、本県は高いポテンシャルを有してお

り、県内の 25 地区で取組を進め、８地区で稼働しています（2016 年３月末時点）。特に、

本県が管理する羽布ダム（豊田市）では、最大出力 854kWの小水力発電施設の整備を進め

ており、2016年 10月に稼働を開始する予定となっています。 

   県の浄化センターでは、下水汚泥のエネルギー利用に係る取組を進めています。衣浦東

部浄化センター（碧南市）では、下水汚泥から下水汚泥燃料化物（炭化物）を製造し、中

部電力(株)碧南火力発電所において石炭と混焼する取組を、2012年度から実施しています。

また、矢作川浄化センター（西尾市）及び豊川浄化センター（豊橋市）では、汚水を浄化

する過程で発生する汚泥をメタン発酵させ、発生したバイオガスを汚泥焼却炉の補助燃料
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（重油の代替）や発電に利用する取組に着手しており、2016年度の運転開始に向けて整備

を進めています。 

   再生可能エネルギーの導入については、本県の導入ポテンシャルを踏まえ、今後の技術

革新の動向や、再生可能エネルギー固定価格買取制度＊の運用状況も見極めながら、より

一層の促進を図ることとしています。 

   また、本県では、未利用資源を地域内で循環利用する新たな社会システムを確立し、持

続可能な社会づくりを進めていくため、「あいちゼロエミッション・コミュニティ構想」を

進めています。本構想では、商業・業務集積地域における「都市・地域内の燃料循環利用」

など、地域の特性に応じた９つの事業モデルを提案しており、2012 年度から 2014 年度に

かけて、それぞれのモデルの事業化を検討してきました。2015年度は、モデル事業に関す

る事例の最新情報の収集や関連事業を実施し、構想の具体化に向けて取り組んでいます（図

表３-５-８）。 

図表３-５-８ あいちゼロエミッション・コミュニティ構想の事業モデル           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

更に、将来の二次エネルギーとして中心的役割を担うことが期待されている水素につい

て、本県では、その利活用の促進に向けた取組を進めています。 

自動車産業が集積している本県では、2014 年 12 月に販売が開始された量産型燃料電池

自動車（ＦＣＶ）の公用車としての導入や、愛知県庁水素社会普及啓発ゾーンにおいて、

民間事業者の協力を得て移動式水素ステーションの運用を開始するなど、率先してＦＣＶ

の普及拡大に向けて取り組んでいます。 

   本県の水素ステーション数は、現在 17基 18箇所（2015年 12月時点）と全国１位であ

出典：愛知県「あいちゼロエミッション・コミュニティ構想」（平成 23年度改訂） 
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り、2014年２月に策定した「愛知県水素ステーション整備・配置計画」において、これを

2015年度末までに 20基、2025年度までに 100基程度へ拡大することとしています。また、

水素ステーション整備費及び運営費の一部を助成する制度創設や、自動車税の課税免除な

ど、本県独自の取組により、更なる普及拡大を図ることとしています。 

   2015年３月には、水素エネルギー関係企業、大学研究者、自治体関係者、水素社会に向

けた事業展開・取組に関心のある個人・企業を構成員とした「水素エネルギー社会形成研

究会」を設置し、水素エネルギーを巡る諸状況について情報共有するとともに、水素社会

の形成に向けた気運醸成やプロジェクトの推進を図っています。 

   また、地球温暖化対策を更に進めるため、2016年度には、県内各地の廃棄物焼却炉の廃

熱などの未利用エネルギーを活用して低炭素水素（製造段階等で二酸化炭素の排出が少な

い水素）を製造、輸送・貯蔵し、複数の水素ステーションなどへ供給する、水素サプライ

チェーンの構築・事業化に向けた検討を、産学行政で協働して行うこととしています。 

 

 ３ 「人と自然が共生するあいち」の推進 

   本県ではＣＯＰ10で採択された愛知目標の達成に向けて、2013年３月に「あいち生物多

様性戦略 2020」を策定し、その基本目標として「人と自然が共生するあいち」の実現を掲

げています。これは、本来その場所にいるべき生きものと人が、共に生きていける地域の

ことであり、その実現のためには、開発などで分断・孤立した生物の生息生育空間を緑地

などで繋いで、豊かな生物多様性を持った地域を作り上げる「生態系ネットワークの形成」

が必要です。 

   本県では、県民、事業者、ＮＰＯや行政といった地域の多様な主体が、共通の目標のも

とに協働して、生態系ネットワーク形成を進める本県独自の「あいち方式」を中核的取組

として、「人と自然が共生するあいち」の実現に取り組んでいます。（図表３-５-９）。 

更に、2016年度には、生物多様性保全に先進的に取り組む世界のサブナショナル政府（州・

県レベルの広域自治体）と連携し、ＣＯＰ13（2016 年 12 月、メキシコ）において共同ア

ピールを行うなど、世界の生物多様性保全の取組促進に貢献していきます。 

 

図表３-５-９ 「あいち方式」の取組イメージ 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：愛知県「あいち生物多様性戦略 2020」（2013年３月） 
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また、埋立などによる干潟の喪失や水質の悪化、赤潮の発生など、環境の悪化が生じて

いる三河湾の環境再生に向け、県民、ＮＰＯ等団体、市町村及び県が一体となって取り組

む気運を高めるため、2012年度から「三河湾環境再生プロジェクト－よみがえれ！生きも

のの里“三河湾”－」を展開しており、三河湾の里海再生に向けた調査活動、生物多様性

について学ぶ機会の提供、三河湾大感謝祭などの開催、ＮＰＯ等団体の活動支援などの取

組を実施しています。 

   2015年６月には、ＮＰＯ、企業・関係団体、教育機関、行政など様々な主体からなる三

河湾環境再生パートナーシップ・クラブを新たに設立し、取組の充実を図っています。 

 

 ４ 「環境首都あいち」を支える担い手の育成 

   本県では、2005 年の愛知万博、2010 年のＣＯＰ10、2014 年のＥＳＤユネスコ世界会議

など、環境に関わる国際的なイベント開催を通じ、環境に対する高い県民意識が形成され

てきました。例えば、2014 年度の県政世論調査によると、「日常生活で行っている環境に

やさしい行動」について、77％の人が「ごみを分別して捨てる」と答えており、「買い物袋

を持参したり、過剰包装を断る」、「冷暖房を控えるなど節電に心がける」と答えた人も 60％

を超えています（図表３-５-10）。 

 

図表３-５-10 日常生活で行っている環境にやさしい行動（愛知県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

こうした環境に対する高い県民意識を維持し、また、ＥＳＤユネスコ世界会議の「あい

ち・なごや宣言」において重要性が謳われた「若い世代の人づくり」を推進するため、2015

年度からの新たな取組として、大学生を対象とした「かがやけ☆あいちサスティナ研究所」

を立ち上げ、グローバルな視点を持って継続的に環境配慮行動を実施する、地域の担い手

を育成する取組を進めています。 

2016年度は、この研究所の取組をより充実し、研究所を核として、学生間・大学間のネッ

トワークを形成するとともに、企業、大学、ＮＰＯ、自治体など多様な主体が地域全体で

取組を進めていく仕組みを構築します。 

 

 

出典：愛知県「平成 26年度第３回県政世論調査」 
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コラム 「かがやけ☆あいちサスティナ研究所」の取組 

本県が 2015年度から実施している「かがやけ☆あいちサスティナ研究所」は、研

究員である大学生が、パートナー企業から提示された環境面での取組に関する課題

について、企業の現場での調査や企業の担当者の方とのディスカッションを経て、

解決策を企業側に提案するとともに、その成果を広くＰＲするものです。 

2015年度は、県内 13大学から 20名の大学生が研究員として参加（４名１チーム）

し、環境に関する先進的な取組を

実施しているパートナー企業５社

からの課題に対して、学生ならで

はの意欲的な解決策を提案し、企

業側から「ぜひとも実現に取り組

みたい」など高い評価が得られま

した。また、この成果を県内の環

境イベントや大学において発表し

ました。 

  

更に、2014 年 11 月のＥＳＤユネスコ世界会議を契機に、省資源・省エネといった環境

への負荷を減らすエコアクションのきっかけづくりとなる県民参加型イベント「Let's エ

コアクション in AICHI」を 2014年度から開催しています。また、県内の環境学習施設な

どのネットワーク「愛知県環境学習施設等連絡協議会（ＡＥＬネット）」による環境学習等

の機会の提供や、ウェブサイト「エコリンクあいち」を開設して環境情報の発信を行うな

ど、エコアクションの促進に取り組んでいます。 

   これまでの愛知万博、ＣＯＰ10、ＥＳＤユネスコ世界会議の成果を継承し、環境意識の

高まりを今後の地域づくりにつなげていくためにも、環境首都あいちを支える担い手づく

りを積極的に進めていくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かがやけ☆あいちサスティナ研究所の概要 
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コラム インタープリター愛・地球ミーティングの開催 

2005年に開催された愛知万博では、「森の案内人」と呼ばれるインタープリターに

より、多くの県民の方々が「自然の叡智」を体感することができました。 

愛知万博 10 周年の節目にあたる 2015 年 10 月、「自然の叡智」に学ぶことの大切

さを改めて思い起こしていただくとともに、次の世代を担う「人づくり」につなげ

ていくことを目的として、愛知県立大学及び愛・地球博記念公園において「インター

プリター愛・地球ミーティング」を開催しました。 

このミーティングでは、世界６か国のインタープリターからの活動発表や意見交

換、会場参加者との交流を行う「世界のインタープリターとのトークセッション」

と、国内各地で活躍している約 50名のインタープリターによる「自然体感プログラ

ム特別企画」を実施しました。 

また、関連事業として、愛知万博で実施された「森の自然学校」のプログラムを

再現する「おかえり！森の自然学校」を、「愛

知万博10周年第32回全国都市緑化あいちフェ

ア」の開催期間に併せて、同公園内の県の環

境学習拠点施設「もりの学舎」とその周辺で

開催しました。 

これらの事業に、延べ５万人以上が参加し、

子どもたちを含む多くの参加者が、自然との

ふれあいを通して「自然の叡智」を体感しま

した。 

更に、2016 年度には、インタープリター愛・地球ミーティングの成果を継承・発

展させるため、インタープリターの協力を得て、自然の素晴らしさや不思議を発見

する自然体感プログラムを「子育て」や「学び」の場に取り入れて、幼いうちから

自然に触れ、学び、気づきを与える「インタープリターとはじめる子ども自然体感

推進事業」を実施し、環境のことを考え、行動する人づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界のインタープリターとのトークセッション 


	03_本文-P129.pdf
	03_本文-P130.pdf
	03_本文-P131.pdf
	03_本文-P132.pdf
	03_本文-P133.pdf
	03_本文-P134.pdf
	03_本文-P135.pdf
	03_本文-P136.pdf
	03_本文-P137.pdf
	03_本文-P138.pdf



